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エトニウスに通じる、縛る神だ！」 この前後数日

『教行信証』を乱読していたが、実はそれは『嘆異

抄』ほどには面白くなかったのである。観点が神仏

虐待儀礼（フェティシズム）にあったからだった。

それにひきかえ、平野著作はビックリものだった。

同年 5 月には書簡で平野翁と交信することが叶い、

翁は頸城野の雨乞い地蔵調査への協力を快諾して

くれた。こうして、私の石仏フィールドワークは一

挙に開始した。まさに、血わき肉おどる思いがした。

そのフィールド人生の最大局面が 2023 年 5 月に訪

れた。藤塚山遺跡

の調査である。心

強い地元研究仲

間の松井隆夫、高

野恒男の両氏と

一緒だった（写真

参照）。 
2019 年 12 月に立正大学で行われたわが研究生

活 50 年を記念する講演で、私はこう述べた。「私は

机上で研究することは嫌いではありませんが、しば

しば野外にでて研究してきました。フィールドワー

クです。去年、私は転倒して頭蓋骨と脳の間を出血

してしまいました。硬膜下血腫というのです。それ

以来フィールド調査にはでかけていないのですが、

来年の 2 月には済州島に行きます。前々から「海女」

や「巫女」の文化誌・民俗誌に関心があったのです

が、いよいよ現場に立つことができそうで、まずは

机上で資料を読み準備中です。日本の習俗にもおお

いに関係しています。ワクワクしています」（『感性

文化のフィールドワーク』同編集委員会、社会評論

社、2020 年、32-33 頁）。 
私の生涯にわたる研究テーマは「フェティシズム」

である。価値転倒の哲学である。その歴史的･現実

的発現形態の一つに地中海沿岸や頸城野に観察さ

れたのだった。フィールドワークに出かけないでい

られるわけがなかった。 
思い起こせば、社会学者のコント、デュルケム、

『資本論』のマルクス、精神分析学のフロイトたち

が夢中になって探究したフェティシズム研究を、私

は 1991 年になって神仏虐待儀礼として本格的に開

始したのだった。 
私の研究の奥深いところというか、ベースには合

理主義や科学知によって軽視されたり拒否された

りした、先住民的、先史的な文化への接近がある。

その代表がフェティシズムという人間精神・儀礼行

動である。基本的には宗教前の儀礼だが、これは価

値転倒そのものの儀礼なわけで、善と思う基準、悪

と思う基準は、ある儀礼により入れ替わってしまう。

その儀礼を、フェティシュという神を持ち出して執

り行う。人はフェティシュを崇拝し、信仰する。し

かし、あるとき、役立たずになれば違うフェティシ

ュに取り代える。その好例は、1960 年代に西アフ

リカのギニアビサウでポルトガル軍と戦う先住民

の武器であろう。開戦時にはワニの鱗などをフェテ

ィシュとして持ち歩いていた彼らは、敵の武器が優

れていることを知って、自らのフェティシュを機関

銃に代えていった。フェティシュそのものの信仰は

持っているけれども、フェティシュという神が、自

分たちと相対していて使い物にならなかったら捨

てていってしまう。 
現代人であれば、これは善なのだという基準は決

まっている。だが、フェティシズムの世界では入れ

替わることがある。それが私の研究で土台になって

いるものである。学術面で当時の最前線にうってで

るフィールドの素材フェティシュ（物神）を、幸運

にもわが故郷の頸城野（新潟県上越地方）に発見し

た。 
最後に現地調査からほんの一部を記しておく。 

☆関山神社石仏群調査、新潟県妙高村関山（1991 年） 
☆法定寺・雨降り地蔵調査、新潟県東頸城郡浦川原

村／安塚町／中頸城郡頚城村／吉川町（1992 年） 
☆地中海マルタ島・ゴゾ島・カルタゴ（チュニス近

郊）・クレタ島・アテネ等石造物調査（2001 年） 
☆明日香村先史石造物・立石調査（2004 年） 
☆熊野磨崖仏調査、豊後高田市大字平野（2006 年） 
☆佐渡小木磨崖仏調査、佐渡市小木地区宿根木

（2007 年） 
☆新羅時代石造物（石窟庵・仏国寺ほか）調査、韓

国慶州（ギョンジュ）市ほか（2008 年） 
☆埼玉県東松山市の坂東十番霊場厳殿山正法寺の

岩窟および石仏群調査（2016 年） 
☆保渡田古墳群（高崎市）調査・見学（2017 年） 
☆上越市三和区藤塚山における藤塚山塚列調査

（2023 年） 
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１．はじめに 

 

権利者Ｘの所有する登録商標に請求された不使

用取消審判（商標法第 50条第 1項）に小職が代理
人弁理士として対応した際に、登録商標の使用につ

いて考察・検討した内容を報告します。 
 

２．商標権とは 

 
商標には、商品やその包装に付して商品の販売者

を表示する商品商標と、ホテル等で食事や宿泊のサ

ービスに用いる容器、タオル等に商標を表示してサ

ービス（役務）の提供者を表示するサービスマーク

（役務商標）があります（同法第 2条第 1項）。 
工業所有権法（産業財産権法）逐条解説第 22版

1)（以下「逐条解説」という）によれば「商標を使

用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定

の商標を継続的に使用することによって業務上の

信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財

産と同様に経済的価値を有する。」とされています。 
そこで、我が国商標法は、使用する意思のある商

標に独占権である商標権（同法第 25条）を付与・
保護することにより、商標使用者の業務上の信用を

維持し、産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益

を保護することを目的とします（同法第 1条）。 
なお、商標法では、商品やサービス（役務）の定

義規定が有りませんが、裁判例を見ますと、「商標

が付される商品とは、流通の対象となる有体物その

ものを指す。」という、高裁裁判例 2)があり、「商標

法上の「役務」とは、他人のためにする労務又は便

益であって、付随的でなく独立して市場において取

引の対象となりうるものをいうと解するのが相当

である。」という、高裁裁判例 3)があります。 
 

３．不使用取消審判 

 
[1] 商標法では、「継続して三年以上日本国内にお
いて商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のい

ずれもが各指定商品又は指定役務についての登録

商標の使用をしていないことを理由として、その指

定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すこ

とを求める不使用取消審判制度（同法第 50 条第 1
項）」を採用しています。 
[2] 不使用取消審判制度の立法趣旨は、逐条解説第
22版 4)によれば、「商標法上の保護は、商標の使用

によって蓄積された信用に対して与えられる…か

ら、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護

すべき信用が発生しない…、請求をまってこのよう

な商標登録を取り消す…。」とされています。 
[3] 不使用取消審判の要件の概説 
 不使用取消し審判では、「継続して三年以上」不

使用の場合取り消されますが、後述する要証期間で

ある三年間のうち一度でも使用の事実があれば取

り消されません。 
 また、使用は「日本国内において」の「使用」（同

法第 2 条第 3 項各号）に適用があります。また、
商標権者自身が使用していなくても、専用使用権者
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又は通常使用権者（ライセンシー）が使用をしてい

れば取り消されません。また、各指定商品又は指定

役務について登録商標の使用をしていないことが

要件であり、審判請求に係る各指定商品又は指定役

務の一部の指定商品又は指定役務について登録商

標を使用していれば取り消されません。 
[4] 指定商品・指定役務についての登録商標の使用
の証明 
 不使用取消審判において有効な反論をするため

には、以下に説明するように、権利者等が要証期間

に、指定商品・指定役務について登録商標を使用し

た事実を証明しなければなりません。 
 権利者様のご依頼を受けるにあたって、頭を悩ま

せたのが実際の使用態様が法上にいう商品・役務の

使用に該当するか否かでした。 
 そこで、以下の説明では、使用について小職の検

討、判断、主張と、それに対する特許庁審判官の判

断（審決等）を考察した結果を報告したいと思いま

す。 
 なお、本稿の説明においては、プライバシーや係

争関係に影響を与えないために、法的な説明、裁判

例、学説以外は特定がされない記載とするよう注意

を払い、本件登録商標の権利者 X、審判請求人 Y
のように仮名とし、審判の必要部を記載し、証拠の

乙各号証は概略的に記しております。 
 

４．本件登録商標に係る商標権と審判請求の具

体的内容 

 
[1] 本件商標権に関し、登録商標は、○○○○の欧
文文字を標準文字で表してなり、平成〇年〇月〇日

に登録出願され、第 9類「電気通信機械器具、電子
応用機械器具及びその部品」及び第 42類「電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算

機用プログラムの提供」を含む第 9類及び第 42類
に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指

定商品及び指定役務として、平成△年△月△日に設

定登録され、商標権が発生したものであり（同法第

18条第１項）、審判請求時も含めて現在も有効に権
利が存続しており、審判請求の３年前から現在まで

本件登録商標の権利者は依頼人である権利者 X で
す。 

[2] 上記の商標権に対して、審判請求人Ｙは、被請
求人（権利者Ｘ）に対して 2件の審判を請求しまし
た。 
 その一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指

定役務中、第 9類「電気通信機械器具、電子応用機
械器具及びその部品」について登録を取り消す…と

の審決を求める審判」（以下「本件審判 J1」という。）
です。 
 他の一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指

定役務中、第 42類「…電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守、…電子計算機用プログラムの

提供」についての登録を取り消す…との審決を求め

る審判」（以下「本件審判 J2」という。）です。 
[3] 本件審判 J1、J2 にて、審判官は「本件審判請
求の登録日は令和 a年 b月 c日である。また、本件
審判において、同法第 50条第 2項に規定する「そ
の審判の登録前 3年以内」とは平成 d年 e月 f日な
いし令和 a年 b月 c日である(以下「要証期間」と
いう場合がある。）」と認定しております。具体的に

は、請求の登録日とは、審判の予告登録日（商標登

録令 1条の 2）ですので、この予告登録日からさか
のぼって 3 年の要証期間に使用している事実を証
明する必要があります。 
 

５．本件審判 J1に対する被請求人である権利

者Ｘ側の答弁及び審判官の判断（審決） 

 
 審判請求を受けた被請求人には、答弁書を提出し

て反論する機会が与えられます。 
[1] 本件審判 J1に対する答弁の概要 
 小職は、被請求人たる権利者 X と面談・打ち合
わせの上、商品商標に関する本件審判 J1に対して
下記に概要を示す各乙号証を証拠として提示し答

弁を行いました。 
 乙第 1 号証：権利者 X のホームページの写しで
す。 
 乙第 1 号証において、企業沿革欄に平成 h 年 i
月より本件商標の「○○○○」システムの販売を開

始している記載から、権利者 X がホームページ上
において、本件商標を広告宣伝的に使用している旨

を主張しました。 
 乙第 2号証：権利者Ｘが配布する「○○○○」の

 

パンフレットです。 
 乙第 2 号証のパンフレット記載の○○○○シス
テムは…ワークステーション等の装置構成を有し、

所用のソフトウェアを搭載した電気計算機システ

ムです。 
 乙第 3号証：○○○○システムの購入先に向けた
「○○○○」差し替え用のソフトウェアを記録した

CD-ROMのラベル（写し）です。 
 乙第 3号証は、要証期間内の令和 x 年 y 月 z 日
に作成した○○○○システム向けのソフトウェア

を格納した物であり、バージョンアップのため当該

○○○○システムのユーザに提供している一例…

である旨を主張しました。 
 乙第 4号証～乙第 6号証：専門雑誌等で権利者 X
が販売する「○○○○システム」の特徴的な機能が

紹介されているものです。 
 権利者 Xは、乙第 1～第 6号証から、「商標権者
が本件商標を使用して生産、販売…等をする「～コ

ンピュータシステム」は、所用のソフトウェアをイ

ンストルールしたコンピュータシステムであるの

で、電子計算機及びその周辺機器、並びに電子計算

機用プログラムである。したがって、商標権者は、

本件指定商品及び指定役務中の本件審判請求に係

る指定商品について、本件商標を過去 3年間の間に
日本国内において使用した事実がある。」旨主張し

ました。 
[2] 審判J1についての審判官の判断（審決の概略） 
［結論］ 本件審判の請求は成り立たない。… 
［理由］ 
ア）被請求人（権利者 X）提出の乙各号証及び同人
の主張によれば、次のことが認められる。 
 ・乙第 2号証は、パンフレットの写しであり、…
に OS名の記載、その下に「○○○○」の文字の記
載がある。「○○○○システム基本構成」の項に OS
名の記載がある。 
 ・乙第 3号証は、CD-ROMの写しであり、その
ラベルに「○○○○」の文字、その下に OS名及び
「プログラム差替用 CD」の文字が記載され、下段
に「作成日：x/y/z」及び「権利者 X」の記載がある 
 ・上記からすれば、当該 CD-ROMは、上段に「○
○○○」の文字、その下に OS名及び「プログラム
差替用 CD」の文字及び○○○○システムの基本構

成の OS名の文字から、それが電子計算機用プログ
ラムであり、下段には「作成日：x/y/z」及び「権
利者 X」の文字から、商標権者が x年 y月 z日に製
造したものとみるのが自然である。 
 さらに、上段の「○○○○」の文字は、当該

CD-ROM の商標として機能しているものと言える。 
 ・そうすると、商標権者は、x年 y月 z日に「電
子計算機用プログラム」（以下「使用商品」という。）

に商標「○○○○」を付したものといえる。 
イ）上記ア）によれば以下のとおりである。 
 ・使用者について 
 当該 CD-ROMは、「権利者 X社名」の文字が記
載されており、これは、商標権者の名称であるから、

本件商標を使用しているものは、商標権者である。 
 ・使用商標を付した時期について 
 商標権者が使用商標を付した時期は、x年 y月 z
日であるから、この日付けは、要証期間である。 
 ・使用商品（電子計算機用プログラム）について 
 上記ア）のとおり本件審判の請求に係る指定商品

は第 9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及
びその部品」であり、使用商品（電子計算機用プロ

グラム）は「電子応用機械器具及びその部品」の範

疇に含まれるものである。 
 ・使用商標について 
 当該CD-ROM上部には、「○○○○」（使用商標）
の文字が記載されており、本件商標は「○○○○」

の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、

使用商標と本件商標とは、文字の綴りが同一であっ

て、称呼（しょうこ）が同一又は類似である社会通

念上同一の商標と認められるものである。 
・小括 
 上記からすれば、商標権者は、要証期間に、日本

国内において、本件審判請求に係る指定商品に含ま

れる「電子計算機用プログラム」に本件商標と社会

通念上同一と認められる商標を使用したと認めら

れる。これは、「商品又は商標の包装に標章を付す

る行為」（同法第 2条第 3項第 1号）に該当するも
のである。 
 

６．本件審判 J2に対する権利者側の答弁及び

審判官の判断（審決） 
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又は通常使用権者（ライセンシー）が使用をしてい

れば取り消されません。また、各指定商品又は指定

役務について登録商標の使用をしていないことが

要件であり、審判請求に係る各指定商品又は指定役

務の一部の指定商品又は指定役務について登録商

標を使用していれば取り消されません。 
[4] 指定商品・指定役務についての登録商標の使用
の証明 
 不使用取消審判において有効な反論をするため

には、以下に説明するように、権利者等が要証期間

に、指定商品・指定役務について登録商標を使用し

た事実を証明しなければなりません。 
 権利者様のご依頼を受けるにあたって、頭を悩ま

せたのが実際の使用態様が法上にいう商品・役務の

使用に該当するか否かでした。 
 そこで、以下の説明では、使用について小職の検

討、判断、主張と、それに対する特許庁審判官の判

断（審決等）を考察した結果を報告したいと思いま

す。 
 なお、本稿の説明においては、プライバシーや係

争関係に影響を与えないために、法的な説明、裁判

例、学説以外は特定がされない記載とするよう注意

を払い、本件登録商標の権利者 X、審判請求人 Y
のように仮名とし、審判の必要部を記載し、証拠の

乙各号証は概略的に記しております。 
 

４．本件登録商標に係る商標権と審判請求の具

体的内容 

 
[1] 本件商標権に関し、登録商標は、○○○○の欧
文文字を標準文字で表してなり、平成〇年〇月〇日

に登録出願され、第 9類「電気通信機械器具、電子
応用機械器具及びその部品」及び第 42類「電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算

機用プログラムの提供」を含む第 9類及び第 42類
に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指

定商品及び指定役務として、平成△年△月△日に設

定登録され、商標権が発生したものであり（同法第

18条第１項）、審判請求時も含めて現在も有効に権
利が存続しており、審判請求の３年前から現在まで

本件登録商標の権利者は依頼人である権利者 X で
す。 

[2] 上記の商標権に対して、審判請求人Ｙは、被請
求人（権利者Ｘ）に対して 2件の審判を請求しまし
た。 
 その一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指

定役務中、第 9類「電気通信機械器具、電子応用機
械器具及びその部品」について登録を取り消す…と

の審決を求める審判」（以下「本件審判 J1」という。）
です。 
 他の一つの審判は、「本件商標の指定商品及び指

定役務中、第 42類「…電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守、…電子計算機用プログラムの

提供」についての登録を取り消す…との審決を求め

る審判」（以下「本件審判 J2」という。）です。 
[3] 本件審判 J1、J2 にて、審判官は「本件審判請
求の登録日は令和 a年 b月 c日である。また、本件
審判において、同法第 50条第 2項に規定する「そ
の審判の登録前 3年以内」とは平成 d年 e月 f日な
いし令和 a年 b月 c日である(以下「要証期間」と
いう場合がある。）」と認定しております。具体的に

は、請求の登録日とは、審判の予告登録日（商標登

録令 1条の 2）ですので、この予告登録日からさか
のぼって 3 年の要証期間に使用している事実を証
明する必要があります。 
 

５．本件審判 J1に対する被請求人である権利

者Ｘ側の答弁及び審判官の判断（審決） 

 
 審判請求を受けた被請求人には、答弁書を提出し

て反論する機会が与えられます。 
[1] 本件審判 J1に対する答弁の概要 
 小職は、被請求人たる権利者 X と面談・打ち合
わせの上、商品商標に関する本件審判 J1に対して
下記に概要を示す各乙号証を証拠として提示し答

弁を行いました。 
 乙第 1 号証：権利者 X のホームページの写しで
す。 
 乙第 1 号証において、企業沿革欄に平成 h 年 i
月より本件商標の「○○○○」システムの販売を開

始している記載から、権利者 X がホームページ上
において、本件商標を広告宣伝的に使用している旨

を主張しました。 
 乙第 2号証：権利者Ｘが配布する「○○○○」の

 

パンフレットです。 
 乙第 2 号証のパンフレット記載の○○○○シス
テムは…ワークステーション等の装置構成を有し、

所用のソフトウェアを搭載した電気計算機システ

ムです。 
 乙第 3号証：○○○○システムの購入先に向けた
「○○○○」差し替え用のソフトウェアを記録した

CD-ROMのラベル（写し）です。 
 乙第 3号証は、要証期間内の令和 x 年 y 月 z 日
に作成した○○○○システム向けのソフトウェア

を格納した物であり、バージョンアップのため当該

○○○○システムのユーザに提供している一例…

である旨を主張しました。 
 乙第 4号証～乙第 6号証：専門雑誌等で権利者 X
が販売する「○○○○システム」の特徴的な機能が

紹介されているものです。 
 権利者 Xは、乙第 1～第 6号証から、「商標権者
が本件商標を使用して生産、販売…等をする「～コ

ンピュータシステム」は、所用のソフトウェアをイ

ンストルールしたコンピュータシステムであるの

で、電子計算機及びその周辺機器、並びに電子計算

機用プログラムである。したがって、商標権者は、

本件指定商品及び指定役務中の本件審判請求に係

る指定商品について、本件商標を過去 3年間の間に
日本国内において使用した事実がある。」旨主張し

ました。 
[2] 審判J1についての審判官の判断（審決の概略） 
［結論］ 本件審判の請求は成り立たない。… 
［理由］ 
ア）被請求人（権利者 X）提出の乙各号証及び同人
の主張によれば、次のことが認められる。 
 ・乙第 2号証は、パンフレットの写しであり、…
に OS名の記載、その下に「○○○○」の文字の記
載がある。「○○○○システム基本構成」の項に OS
名の記載がある。 
 ・乙第 3号証は、CD-ROMの写しであり、その
ラベルに「○○○○」の文字、その下に OS名及び
「プログラム差替用 CD」の文字が記載され、下段
に「作成日：x/y/z」及び「権利者 X」の記載がある 
 ・上記からすれば、当該 CD-ROMは、上段に「○
○○○」の文字、その下に OS名及び「プログラム
差替用 CD」の文字及び○○○○システムの基本構

成の OS名の文字から、それが電子計算機用プログ
ラムであり、下段には「作成日：x/y/z」及び「権
利者 X」の文字から、商標権者が x年 y月 z日に製
造したものとみるのが自然である。 
 さらに、上段の「○○○○」の文字は、当該

CD-ROM の商標として機能しているものと言える。 
 ・そうすると、商標権者は、x年 y月 z日に「電
子計算機用プログラム」（以下「使用商品」という。）

に商標「○○○○」を付したものといえる。 
イ）上記ア）によれば以下のとおりである。 
 ・使用者について 
 当該 CD-ROMは、「権利者 X社名」の文字が記
載されており、これは、商標権者の名称であるから、

本件商標を使用しているものは、商標権者である。 
 ・使用商標を付した時期について 
 商標権者が使用商標を付した時期は、x年 y月 z
日であるから、この日付けは、要証期間である。 
 ・使用商品（電子計算機用プログラム）について 
 上記ア）のとおり本件審判の請求に係る指定商品

は第 9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及
びその部品」であり、使用商品（電子計算機用プロ

グラム）は「電子応用機械器具及びその部品」の範

疇に含まれるものである。 
 ・使用商標について 
 当該CD-ROM上部には、「○○○○」（使用商標）
の文字が記載されており、本件商標は「○○○○」

の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、

使用商標と本件商標とは、文字の綴りが同一であっ

て、称呼（しょうこ）が同一又は類似である社会通

念上同一の商標と認められるものである。 
・小括 
 上記からすれば、商標権者は、要証期間に、日本

国内において、本件審判請求に係る指定商品に含ま

れる「電子計算機用プログラム」に本件商標と社会

通念上同一と認められる商標を使用したと認めら

れる。これは、「商品又は商標の包装に標章を付す

る行為」（同法第 2条第 3項第 1号）に該当するも
のである。 
 

６．本件審判 J2に対する権利者側の答弁及び

審判官の判断（審決） 
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[1] 審判 J2に対する答弁中、審判 J1とほぼ同じ部
分を省略します。権利者 X が顧客に対して保守契
約を結んでおり、乙第 7号証等で要証期間に有効で
あり、CD-ROM が電子計算機用プログラムのバー
ジョンアップに係り「役務の提供にあたり、その提

供を受ける者の利用に供するものに標章を付した

ものを用いて役務を提供する行為（同法第 2条第 3
項第 4号）」に該当するものであると主張しました。 
[2] 審判J2についての審判官の判断（審決の概略） 
［結論］ 本件審判の請求は成り立たない。… 
［理由］ 
 ア）審判官の認定事実 
 システム開発及び販売会社である商標権者は、C
社と要証期間に保守契約を結んでいる。保守契約で

は「○○○○」というソフトウェアの提供、ソフト

ウェアの保守についてソフトウェアの補修版を格

納した媒体（CD）で提供されることが記載されて
いる。CDの表面には「○○○○」の文字（使用商
標）が付されている。 
 イ）審判官の判断 
 ・商標権者（権利者 X）は C 社に対して保守契
約の一環として、使用商標付き「ソフトウェア差替

用 CD」を作成し、それを提供した（以下「使用役
務」という）。 
 この使用役務は、本件審判請求に係る指定役務中、

第 42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又
は保守」及び第 42類「電子計算機用プログラムの
提供」の範疇に含まれるものである。 
 ・使用商標、使用者、使用時期（上述の審判 J1
と同様の認定がされ、記載を省略します。） 
 ・使用行為について 
 商標権者は、顧客に対して「○○○○」と称する

ソフトウェアの保守の一環として使用商標を付し

た「ソフトウェア差替用 CD」を提供したものであ
る。当該 CDは、顧客にコンピュータにインストー
ルされて利用されるものであるから、「役務の提供

にあたりその提供を受ける者の利用に供するもの

に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

（同法第 2条第 3項第 4号）」に該当する。 
 

７．最後に 

 
 上述のように、審判 J1、J2のいずれも登録商標
の要証期間の使用が認められて、審決（勝）を得ら

れ、権利者に喜ばれました。 
 審判 J1における審判官の判断は、乙第３号証の
CD-ROM に記載の登録商標を認めて、商品である
CD-ROM に商標を付する行為が「商品又は商標の
包装に標章を付する行為（同法第 2 条第 3 項第 1
号）に該当する。」と、判示したもので伝統的な商

標（商品商標）の使用に沿ったもので得心しました。

一方、審判 J2における審判官の判断は、乙第３号
証の「ソフトウェア差替用 CD」は、顧客にコンピ
ュータにインストールされて利用されるものであ

るので、「役務の提供にあたりその提供を受ける者

の利用に供するものに標章を付したものを用いて

役務を提供する行為（同法第 2 条第 3 項第 4 号）」
に該当するとされたものです。小職は、答弁書の段

階で同項第 3号の「…利用に供するものに標章を付
する行為」でもあると主張したのですが、採用され

ず、同項第 4号が適用されました。役務にて利用さ
れるのはソフトウェアであり、ソフトウェアそのも

のは無体であり商標を表示し得ないのでこのよう

な審決になったものと思料します。 
 以上のように、使用に関してまだまだ研究すべき

であると感慨したとのことで報告を納めさせてい

ただきます。 
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１．はじめに

コロナ禍のため大学教育は混乱に陥り，多くの大

学が学生や教員の交流の中断による事業の停滞を

指摘した。また，たくさんの大学が従来の対面教育

からオンライン教育やバイブリッド型教育へのシ

フトを強いられ，対面教育の在り方を見直すことが

喫緊の課題となった。しかしながら，対面と変わら

ないインタアクティブなオンライン教育を目指す

には，既存の対面授業をオンライン教育に置き換え

るのではなく，オンライン教育の良い点と課題を踏

まえ，新しい学習コンテンツを生かしたオンライン

ならではの新しい教授法を模索・工夫すべきである

と考えた。コロナ禍下での環境要因も相まって，オ

ンライン教育になっても教員と学習者が双方向性

を保ちながら学習者の学習効果を上げるために，

LearnWiz oneという学習ツールを活用して，オン
ライン教育におけるアクティブ・ラーニングのアプ

ローチから授業への効果的な取り組みを図った。  
文部科学省（2014）はアクティブ・ラーニング

のメリットとして「思考力・判断力・表現力等は，

学習の中で，主体的・協働的な問題発見・解決の場

面を経験することによって磨かれていく。身に付け

た個別の知識や技能も，そうした体験学習の中で 
 

 
 
活用することにより定着し，既存の知識や技能と関

連付けられ体系化されながら身に付いていき，ひい

ては生涯にわたり活用できるような物事の深い理

解や方法の熟達に至ることが期待される」ことであ

ると指摘している。また，The Future Skills：
Employment 2030 によると，2030 年に必要とさ
れるスキル Best10のうち，アクティブ・ラーニン
グは 10位にランクインされている。さらに，世界
経済フォーラム 2020 が発表した「仕事の未来」
Top15 Skill for 2025によると，ビジネスパーソン
に 2025年までに必要なビジネススキルとして，そ
のトップ 10の第 3位に「複雑な問題解決力」が選
ばれており，VUCA1時代においてアクティブ・ラ

ーニングは必要不可欠なスキルと言えるだろう。 
したがって，本実践では教師と学習者の役割を，

学習活動を支配する伝統的な教育・学習観ではなく，

学習を支援し，学習者が主体となり授業アクティビ

ティを実施する学習者中心の教育・学習観を目指す

ことに焦点を当てる。このように，本実践報告では

オンラインの学習ツールである LearnWiz one の
活用によるアクティブ・ラーニングを通して，学習

者主体による気づきを促す授業，学習者参加型によ

る授業を通して，教員と学習者の双方向による対話

型の深い学びを目指すことを目的とする。 
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